
  

○
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
五
十
五
号 

農
業
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年
農
林
水
産
省
令
第
六
十
三
号
）
第
百
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
園
芸

施
設
共
済
共
済
価
額
設
定
準
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
年
三
月
二
十
八
日 

農
林
水
産
大
臣 

齋
藤 

健 
 

 

園
芸
施
設
共
済
共
済
価
額
設
定
準
則 

１ 

農
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
五
十
九
条
第
一
項
の
共
済
価
額
は 

、
当
該
園
芸
施
設
共
済
の
共
済
関
係
が
、
特
定
園
芸
施
設
（
法
第
九
十
八
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
特
定
園
芸
施
設
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
み
を
共
済
目
的
と
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
、
特
定
園
芸
施
設
に
併
せ

て
附
帯
施
設
（
同
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
附
帯
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
共
済
目
的
と
し
て
い
る
場
合
に
あ

っ
て
は
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
金
額
、
特
定
園
芸
施
設
に
併
せ
て
施
設
内
農
作
物
（
同
項
第
二
号
に
規

定
す
る
施
設
内
農
作
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
共
済
目
的
と
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ

る
金
額
の
合
計
金
額
、
特
定
園
芸
施
設
に
併
せ
て
附
帯
施
設
及
び
施
設
内
農
作
物
を
共
済
目
的
と
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て 



  

は
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
金
額
と
す
る
。 

一 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額 

イ 
特
定
園
芸
施
設
が
ガ
ラ
ス
室
（
屋
根
及
び
外
壁
の
主
要
部
分
が
ガ
ラ
ス
に
よ
り
造
ら
れ
て
い
る
特
定
園
芸
施
設
を 

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合 

 

当
該
特
定
園
芸
施
設
の
共
済
責
任
期
間
開
始
の
時
に
お
け
る
再
建
築
価
額
に
、

ガ
ラ
ス
室
の
時
価
現
有
率
（
特
定
園
芸
施
設
の
価
額
の
再
建
築
価
額
に
対
す
る
割
合
又
は
附
帯
施
設
の
価
額
の
再
取
得

価
額
に
対
す
る
割
合
と
し
て
別
表
第
一
に
定
め
る
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額 

ロ 

特
定
園
芸
施
設
が
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
（
主
と
し
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ム
若
し
く
は
通
気
性
を
有
す
る
被 

覆
材
に
よ
り
被
覆
さ
れ
て
い
る
特
定
園
芸
施
設
又
は
屋
根
及
び
外
壁
の
主
要
部
分
が
合
成
樹
脂
板
に
よ
り
造
ら
れ
て
い

る
特
定
園
芸
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合 

 

当
該
特
定
園
芸
施
設
の
共
済
責
任
期
間
開
始
の
時
に
お
け

る
再
建
築
価
額
に
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
の
時
価
現
有
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
、
当
該
特
定
園
芸
施
設
の
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
フ
ィ
ル
ム
、
通
気
性
を
有
す
る
被
覆
材
又
は
合
成
樹
脂
板
（
以
下
「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ム
等
」
と
い
う
。
）

の
共
済
責
任
期
間
開
始
の
時
に
お
け
る
再
取
得
価
額
（
共
済
責
任
期
間
開
始
の
時
に
未
被
覆
で
あ
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ハ

ウ
ス
に
つ
い
て
は
、
当
該
共
済
責
任
期
間
開
始
後
に
被
覆
す
る
予
定
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ム
等
の
再
取
得
価
額
）



  

に
被
覆
経
過
割
合
（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ム
等
の
価
額
の
再
取
得
価
額
に
対
す
る
割
合
と
し
て
別
表
第
二
に
定
め
る

割
合
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
を
合
計
し
て
得
た
金
額 

二 

附
帯
施
設
の
共
済
責
任
期
間
開
始
の
時
に
お
け
る
再
取
得
価
額
に
、
附
帯
施
設
の
時
価
現
有
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額 

 

三 

特
定
園
芸
施
設
の
共
済
責
任
期
間
開
始
の
時
に
お
け
る
再
建
築
価
額
（
当
該
特
定
園
芸
施
設
が
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ハ
ウ
ス 

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
園
芸
施
設
の
共
済
責
任
期
間
開
始
の
時
に
お
け
る
再
建
築
価
額
と
、
当
該
特
定
園

芸
施
設
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ム
等
の
共
済
責
任
期
間
開
始
の
時
に
お
け
る
再
取
得
価
額
（
共
済
責
任
期
間
開
始
の
時

に
未
被
覆
で
あ
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
に
つ
い
て
は
、
当
該
共
済
責
任
期
間
開
始
後
に
被
覆
す
る
予
定
の
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
フ
ィ
ル
ム
等
の
再
取
得
価
額
）
と
を
合
計
し
て
得
た
金
額
）
に
、
施
設
内
農
作
物
価
額
算
定
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額 

２ 

前
項
の
特
定
園
芸
施
設
の
再
建
築
価
額
は
、
当
該
特
定
園
芸
施
設
と
同
一
の
構
造
、
材
質
、
用
途
、
規
模
、
型
及
び
能
力 

を
有
す
る
も
の
を
建
築
す
る
の
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
に
係
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ム
等
の
再
取
得
価
額
を
除
い
た
金
額
と
す
る
。 

３ 

前
二
項
の
再
取
得
価
額
は
、
附
帯
施
設
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該
附
帯
施
設
と
同
一
の
構
造
、
材
質
、
用
途
、
規
模 

、
型
及
び
能
力
を
有
す
る
も
の
を
取
得
す
る
の
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
金
額
と
し
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ム
等
に



  

係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ム
等
と
同
一
の
材
質
、
厚
さ
、
面
積
及
び
型
を
有
す
る
も
の
を
取

得
す
る
の
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
第
三
号
の
施
設
内
農
作
物
価
額
算
定
率
は
、
当
該
施
設
内
農
作
物
を
標
準
的
な
経
営
に
お
い
て
栽
培
し
た
と
し
た 

場
合
に
要
す
る
経
費
の
当
該
特
定
園
芸
施
設
の
再
建
築
価
額
に
対
す
る
割
合
と
し
て
別
表
第
三
に
定
め
る
率
と
す
る
。
た
だ

し
、
法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
連
合
会
又
は
法
第
二
百
条
に
規
定
す
る
特
定
組
合
等
が
、
農
林
水
産
省
経

営
局
長
の
承
認
を
受
け
て
、
一
定
の
区
域
に
つ
き
そ
の
区
域
内
の
施
設
内
農
作
物
の
栽
培
実
態
に
応
じ
て
こ
れ
と
異
な
る
率

を
定
め
た
場
合
は
、
当
該
定
め
た
率
と
す
る
。 

附 
 

則 

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


